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は
じ
め
に

「P
h

ilosoph
y

」
が
「
哲
学
」
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
は
数
多

く
あ
る①
。
そ
れ
は
、
大
き
く
二
つ
の
方
向
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、

西
洋
哲
学
の
受
容
史
的
観
点
か
ら
の
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
明
治
思
想
史
と
い
う

分
野
も
含
ま
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
西
周
（
一
八
二
九
〜
一
八
九
七
年
）
と
い
う
人
物

に
関
連
し
、「
哲
学
」
の
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
様
子
を
論
じ
る
研
究
で
あ
る
。「
哲

学
」
の
場
合
、
そ
の
翻
訳
の
主
体
が
明
確
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
思
想
史
と
い
う
分
野

に
お
い
て
も
、
西
周
が
「
哲
学
」
と
い
う
翻
訳
語
を
打
ち
出
し
、
か
れ
に
よ
り
西
洋

哲
学
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
叙
述
が
必
ず
現
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に

お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
者
と
い
う
西
周
像
は
、
か
れ
を
日
本
の
近
代
化
に
貢
献
し

た
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
に
繋
が
っ
て
お
り②
、
そ
の
よ
う
な
啓
蒙
主

義
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
か
れ
が
兵
部
省
に
出
仕
す
る
一
八
七
〇
年
か
ら
作
成
し

は
じ
め
た
「
兵
家
徳
行
」「
兵
部
論
」「
軍
人
勅
諭
」「
憲
法
草
案
」
を
「
軍
国
主
義
」

よ
り
救
出
さ
せ
る
言
説
と
も
関
わ
っ
て
い
る③
。

以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
か
ら
は
、
近
代
学
術
と
し
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
「
哲

学
」
が
な
ぜ
日
本
を
越
え
て
中
国
お
よ
び
植
民
地
朝
鮮
ま
で
広
が
っ
た
の
か
に
答
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
本
か
ら
数
多
く
の
新
し
い
翻
訳
語
を
受
け
入

れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
、
西
周
が
新
た
な
翻
訳
語
を
創
出
し

た
こ
と
は
、
な
ん
の
合
理
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
か
ら
あ
る
必
然
性
を
発

見
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
近
代
学
術
の
形
成
と
関
連
し
て
西
周
を
論
じ
る
際

に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
か
れ
が
実
際
に
直
面
し
て
い
た
様
々
な
層
位
の

経
験
で
あ
る
。P

h
ilosoph

y

が
「
哲
学
」
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
意
味
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
と
し
て
、

ま
た
、
既
存
の
研
究
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
試
み
と
し
て
ま
ず
は
、
以
下
の
よ
う
な

議
論
に
注
目
し
た
い
。
韓
国
の
日
本
近
代
思
想
史
研
究
者
、金
杭
（K

im
 H

an
g

）
は
、

自
分
の
議
論
を
「
契
約
」
と
「
自
然
状
態
」
を
め
ぐ
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
理
論
に
対
す
る

注
釈
と
し
て
位
置
づ
け
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
こ
で
書
き
示
し
た
文
章
は
す
べ
て
こ
の
（
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
バ
イ
ア
サ

ン
』の
―
筆
者
注
）引
用
文
に
関
す
る
注
釈
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
自
然
的
で
あ
り

本
来
的
で
あ
る
も
の
を
人
為
的
か
つ
非
本
来
的
な
も
の
に
専
有（appropriation

―
筆
者
注
）す
る
分
割
と
決
定
と
い
う
暴
力
に
関
す
る
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
声

を
言
語
に
、
性
命
を
法
に
導
く
暴
力
で
あ
り
、
だ
か
ら
人
間
が
自
ら
（
動
物
／
自

然
）
を
否
定
し
、自
ら
（
人
間
／
作
為
）
に
な
ろ
う
と
す
る
運
動
で
も
あ
る
。
…
…

〝
子
〞
と
〝
母
〞
は
互
い
を
互
い
の
一
部
と
し
て
認
知
す
る
た
め
、〝
我
が
子
、

我
が
母
〞
と
い
う
〝
宣
言
〞
は
要
ら
な
い
。
つ
ま
り
、自
然
に
は
〝
名
〞
と
〝
存

在
〞
の
分
割
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
然
状
態
が
自
然
状
態
と
し
て
称

さ
れ
る
た
め
に
は
、
世
界
を
分
割
し
、
分
類
す
る
〝
言
語
〞
と
〝
法
則
〞
が
必

要
と
な
る④
。

名
詞
の
記
録
と
法
的
力

―
西
周
の
「
性
法
」
翻
訳
と
「P

h
ilosoph

y

」
の
翻
訳
の
間

許　
　
　

智　

香
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金
杭
は
こ
こ
で
、
名
を
持
つ
前
の
自
然
状
態
へ
の
回
帰
な
ど
を
述
べ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
こ
こ
で
か
れ
は
、
何
か
を
自
然
化
す
る
に
は
必
ず
世
界
を
分
割
し
、
言
語

化
す
る
作
業
が
伴
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
を
逆
説
的
に
強
調
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
西
周
の
翻
訳
作
業
に
つ
い
て
、
彼
自
身
が
何
ら
か
の
素

材
を
手
に
し
、
そ
の
前
に
は
分
割
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
存
在
す
ら
し
な
か
っ

た
と
い
え
る
も
の
を
、新
た
な
言
語
に
置
き
換
え
る
と
い
う
問
題
と
し
て
考
察
す
る
。

記
録
の
問
題
。
そ
れ
は
「n

u
n

cu
pare

」、い
わ
ば
「
名
に
す
る
」
行
為
に
他
な
ら
な

い⑤
。
以
下
で
は
西
周
がP

h
ilosop

h
y

に
対
し
て
新
た
に
名
を
付
け
る
最
初
の
場
面

を
、
か
れ
が
生
前
行
っ
た
翻
訳
作
業
の
な
か
か
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
、

ま
ず
は
、
西
周
の
翻
訳
作
業
が
は
じ
ま
っ
た
原
点
で
あ
る
か
れ
の
オ
ラ
ン
ダ
経
験
に

戻
り
、
そ
の
際
に
持
っ
て
帰
っ
た
講
義
筆
記
の
翻
訳
物
で
あ
る
『
性
法
説
約
』
を
取

り
あ
げ
る
。
こ
の
文
章
を
通
し
て
「
人
ノ
性
」
が
遭
遇
す
る
よ
う
に
な
る
新
た
な
文

脈
に
注
目
し
、
そ
の
新
た
な
文
脈
を
「
性
法
」
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
で
、
善
悪
の

範
疇
が「
性
」概
念
か
ら
排
除
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
。次
に
、Ph

ilosoph
y

が
「
哲
学
」
と
翻
訳
さ
れ
る
問
題
に
関
す
る
先
行
研
究
を
顧
み
た
後
、
そ
れ
に
対
す

る
批
判
を
「
尚
白

記
」
の
読
解
よ
り
試
み
る
。

ま
ず
、
か
れ
の
オ
ラ
ン
ダ
経
験
か
ら
み
て
み
よ
う
。

一　

オ
ラ
ン
ダ
留
学
と
そ
の
背
景

一
八
五
七
（
安
政
四
）
年
五
月
、津
田
眞
一
郎
と
浅
井
勇
三
郎
に
並
ん
で
「
蕃
書
調

所
教
授
手
伝
並
役
」
に
命
じ
ら
れ
た
西
周
は
、一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
六
月
に
「
学

術
修
行
」の
た
め
に
津
田
と
と
も
に
オ
ラ
ン
ダ
へ
発
す
る⑥
。そ
し
て
一
八
六
三
年
一
〇

月
よ
り
は
じ
ま
っ
た
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
（S

im
on

 V
isserin

g, 

一
八
一
八
〜
一
八
八
八

年
）
の
講
義
が
終
わ
っ
た
一
八
六
五
年
に
か
れ
ら
が
手
に
持
っ
た
の
は
、「
五
科
教
授
」

の
内
容
を
記
し
た
ノ
ー
ト
で
あ
っ
た⑦
。「
西
周
文
書
」
の
「
性
法
万
国
公
法
国
法
制
産

学
政
表
口
訣
」
お
よ
び
「
記
五
科
授
業
之
略
」⑧
、
そ
し
て
講
義
が
は
じ
ま
る
前
の

一
八
六
三
年
六
月
一
六
日
付
で
二
人
に
送
ら
れ
た
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
メ
モ
「N

ota 

b
etreffen

d
e h

et on
d

erw
ijs te geven

 a
a

n
 d

e H
eeren

 T
soed

a S
in

 

Itirau
ren

 N
isi S

iu
rsoeke

」
を
み
れ
ば⑨
、
こ
の
「
五
科
」
が
何
を
指
し
て
い
る
の

か
が
わ
か
る
。「N

atu
u

rregt V
olken

regt S
taatsregt S

taath
u

i-sh
ou

dku
n

de 

S
tatistiek

」⑩
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
津
田
は
「
天
然
の
本
分
ナ
ツ
ウ
ー
ル
レ
グ
ト　

民
人
ノ
本
分
フ
ォ
ル
ケ
ン
レ
グ
ト　

邦
国
ノ
法
律
ス
タ
ー
ト
レ
グ
ト　

経
済
学
ス

タ
ー
ト
ホ
イ
ス
ホ
ウ
ド
キ
ユ
ン
デ　

経
国
学
ス
タ
チ
ス
チ
ー
キ
」
と⑪
、
西
は
「
性
法

之
学　

万
国
公
法
之
学　

国
法
之
学　

制
産
之
学　

政
表
之
学
」
と
翻
訳
す
る⑫
。
す

な
わ
ち
後
に
出
版
さ
れ
た
『
性
法
説
約
』（
西
）、『
万
国
公
法
』（
西
）、『
泰
西
国
法

論
』（
津
田
）、『
表
紀
提
綱
』（
津
田
）
は
、
一
九
世
紀
中
頃
に
お
い
て
か
れ
ら
が
経
験

し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
法
政
治
学
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ラ
ン
グ
の
相
違

と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
差
、
そ
し
て
か
れ
ら
の
内
部
に
存
在
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異

と
い
う
複
雑
な
経
路
を
経
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
も
の
と
い
え
る⑬
。

通
常
、
西
と
津
田
の
オ
ラ
ン
ダ
行
は
幕
府
史
上
最
初
の
官
府
留
学
で
あ
り
、「
日
本

人
が
西
洋
の
人
文
社
会
諸
科
学
」
を
「
正
式
」
に
学
習
し
た
「
最
初
」
の
例
と
い
わ

れ
る⑭
。
た
だ
、実
際
に
お
い
て
西
の
留
学
へ
の
願
望
は
中
々
根
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。

か
れ
は
日
米
修
好
通
商
条
約
調
印
の
折
か
ら
使
節
団
に
従
行
者
と
し
て
同
行
さ
せ
て

も
ら
お
う
と
直
接
請
う
て
い
る
。
最
初
は
、
日
米
使
節
団
と
し
て
内
命
さ
れ
て
い
た

岩
瀬
忠
震
、
永
井
尚
志
、
津
田
正
路
に
同
行
を
懇
請
す
る
が
、
回
答
を
待
つ
間
「
安

政
の
大
獄
」
に
よ
っ
て
永
井
、
岩
瀬
ら
が
失
脚
す
る
こ
と
に
な
り
、
白
紙
に
戻
る⑮
。

そ
の
後
一
八
六
一
（
文
久
元
）
年
一
二
月
に
幕
府
は
欧
米
使
節
団
を
出
航
さ
せ
る
が
、

そ
こ
に
自
分
も
同
行
し
た
い
と
、使
節
団
の
竹
内
下
野
守
（
保
徳
）
に
会
っ
て
「
平
生

の
望
を
愬
へ
」
る
が
、
こ
れ
も
無
駄
に
な
る⑯
。
し
か
し
西
の
懇
請
は
そ
こ
で
止
ま
ら

ず
、
蕃
書
調
所
を
通
じ
て
み
よ
う
と
思
い
、「
切
に
請
ひ
申
し
ゝ
に
、
前
に
下
野
守
に
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捧
げ
つ
る
文
」
を
蕃
書
調
所
の
浅
野
伊
賀
守
（
氏
祐
）
に
挙
げ
た
す
え
に
、浅
野
の
承

諾
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。「
如
何
に
も
し
て
二
人
丈
を
ば
派
遣
せ
ら
る
ゝ
様
取
計
ら

ふ
べ
し
と
、
決
く
諾
ひ
つ
」⑰
。
と
こ
ろ
が
、
竹
内
渡
欧
使
節
団
に
は
志
願
し
た
人
数
が

多
く
、
洋
学
者
と
し
て
は
福
沢
諭
吉
、
福
地
桜
痴
、
寺
島
宗
則
、
箕
作
秋
坪
等
が
随

行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
結
局
西
の
願
望
は
叶
わ
な
か
っ
た⑱
。
こ
の
よ
う

な
経
緯
を
経
て
よ
う
や
く
二
人
は
軍
艦
操
練
所
の
派
遣
留
学
生
に
同
行
し
て
オ
ラ
ン

ダ
へ
行
く
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
、
西
と
津
田
の
オ
ラ
ン
ダ
経
験
を
か
れ
ら
の
伝
記
と
合
わ
せ
て
考
え
る

場
合
に
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
幕
末
期
に
お
け
る
対
外
関
係
で
あ
る
。
す
で

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
幕
府
の
学
問
所
は
「
朱
子
学
の
研
究
と
学
生
教
育
に

よ
る
教
化
お
よ
び
人
材
の
育
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実
の
役
に
立
つ
学
問
を
求
め
ら

れ
」
て
い
た⑲
。
地
誌
調
所
の
「
対
外
関
係
資
料
集
の
編
纂
」
や
、
学
問
所
の
儒
者
た

ち
の
政
治
的
役
割

―
蝦
夷
地
や
ロ
シ
ア
使
節
、
朝
鮮
通
信
使
な
ど
に
関
す
る
諮
問

へ
の
回
答
、「
外
国
関
係
に
携
わ
る
役
職
」
へ
の
登
用
な
ど
、
古
賀
家
に
代
表
さ
れ
る

儒
者
た
ち
の
対
外
認
識
と
対
応
は
、「
開
国
・
開
港
」
と
い
う
政
治
的
局
面
に
お
け
る

学
問
自
体
の
変
動
様
相
を
よ
く
示
し
て
い
る⑳
。

以
上
の
西
と
津
田
の
留
学
の
背
景
か
ら
み
て
も
、
学
問
の
受
容
と
政
治
的
関
与
を

別
に
語
る
の
は
妥
当
で
な
い
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
よ
り
以
下
で

は
、
西
の
西
洋
哲
学
受
容
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
そ
の
様
子
を
分
析
す
る
こ
と
を
止
揚

し
、
ま
ず
は
オ
ラ
ン
ダ
経
験
の
源
泉
を
成
す
「regt

（rech
t

）」
を
め
ぐ
る
か
れ
の
発

言
と
記
録
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い㉑
。

二　

regt

と
「
原
権
」「
性
法
」

「
性
法
」
と
は
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
講
義N

atu
u

rregt

に
対
し
て
西
が
付
け
た

語
で
あ
る
が㉒
、そ
の
講
義
録
を
は
じ
め
て
翻
訳
し
、刊
行
し
た
の
は
神
田
孝
平
で
あ
っ

た
（『
性
法
略
』
一
八
七
一
年
）。
西
が
他
の
講
義
録
「V

olk
en

regt

」
の
翻
訳
『
万
国

公
法
』（
一
八
六
六
年
）
で
予
告
し
た
「
性
法
説
約
」
の
草
稿
は
そ
の
後
紛
失
し㉓
、
戦

後
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
る㉔
。
そ
れ
が
『
性
法
説
約
』（
一
八
七
九
年
）
で
あ
る
。

西
は
神
田
の
『
性
法
略
』
に
以
下
の
よ
う
な
序
文
を
附
し
た
。

弱
之
肉
。
強
之
食
也
。
今
夫
当
鉄
甲
之
艦
。
空
発
之
弾
。
相
争
於
烟
焰
驀
起
之

際
。
孰
知
烏
之
雌
雄
。
当
此
時
。
儒
冠
可
得
而
溺
矣
。
雖
然
。
不
可
遂
以
馬
上

治
天
下
。
則
丁
公
之
戮
雍
齒
之
封
不
可
已
。
而
約
法
三
章
。
不
可
謂
無
用
意
也
。

法
律
淵
源
乎
人
性
云
者
。
豈
謂
虚
妄
耶
。
西
洲
有
此
論
。
創
乎
和
蘭
虎
哥
氏
。

而
此
書
係
畢
氏
口
訣
。
而
余
等
筆
之
者
。
…
…㉕

西
は
こ
こ
で
、
雍
齒
封
侯
、
丁
公
被
戮
と
い
う
故
事
を
例
に
挙
げ
て
法
の
必
要
性

を
強
調
す
る
。
ま
た
、こ
こ
で
い
う
「
性
法
」
と
は
、西
と
津
田
が
筆
記
し
た
フ
ィ
ッ

セ
リ
ン
グ
の
講
義
、
な
か
で
も
フ
ー
ゴ
ー
（H

u
go de G

root, 1583

〜1645

）
が
創
設

し
た
と
さ
れ
る
自
然
法
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
具
体
的
な
「
性
法
」
の

内
容
を
、
西
自
身
が
翻
訳
し
た
『
性
法
説
約
』
を
通
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

西
が
書
い
た
『
性
法
略
』
の
序
文
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
る
と
、
フ
ィ
ッ

セ
リ
ン
グ
の
自
然
法
講
義
は
一
六
世
紀
に
お
け
る
フ
ー
ゴ
ー
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
自

然
法
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。
通
常
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
自
然

法
思
想
は
、
人
間
は
社
会
に
対
す
る
自
然
的
傾
向
を
持
っ
て
生
ま
れ
る
と
い
う
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
定
式
と
、人
間
の
理
性
を
自
然
と
一
致
さ
せ
る
キ
ケ
ロ
の
自
然
法（D

e 

R
epu

blica, 

三
編
二
二
節
）
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る㉖
。
と
こ
ろ
が
、
当

時
の
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
自
然
法
理
解
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
大
久
保
健
晴
の
研
究
が
参
考
に
な
る㉗
。

大
久
保
健
晴
は
西
と
津
田
が
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
か
ら
教
わ
っ
た
自
然
法
講
義
を
検

討
し
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
自
然
法
論
が
当
時
オ
ラ
ン
ダ
法
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
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な
文
脈
か
ら
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
と
く
に
、
フ
ィ
ッ

セ
リ
ン
グ
が
ラ
イ
デ
ン
大
学
に
在
学
す
る
際
に
自
然
法
講
義
を
担
当
し
たH

. 

コ
ッ

ク
（H

en
drik C

ock

）
の
著
作
『
自
然
法
、
国
法
、
国
際
法
』（
一
八
三
七
年
）
の
特
徴

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
と
の
共
通
点
お
よ
び
相
違
点
を
見
出
し

つ
つ
、
他
方
で
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
自
身
の
著
作
『
政
府
と
国
民　

オ
ラ
ン
ダ
国
家
統

治
の
原
理
』（
一
八
四
六
年
）
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
人
物
で
、
当
時
ラ
イ
デ
ン
大

学
の
指
導
教
官
で
も
あ
っ
た
「
自
由
主
義
運
動
の
指
導
者
、J. R

. 

ト
ル
ベ
ッ
ケ

（Joh
an

 R
u

dolph
 T

h
orbecke

）」
の
『
法
と
国
家
に
関
す
る
反
論
』（
一
八
二
五
年
）
の

内
容
を
も
指
摘
し
て
い
る㉘
。
こ
れ
ら
の
分
析
を
通
じ
て
大
久
保
は
、
西
と
津
田
が
教

授
さ
れ
た
自
然
法
講
義
と
は
、
人
間
内
面
の
善
悪
よ
り
な
る
「
道
徳
」
と
、
外
面
的

な
行
為
を
含
め
た
「
正
不
正
」
よ
り
な
る
「
自
然
法
」
に
区
分
し
た
コ
ッ
ク
の
議
論

を
受
け
継
い
だ
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
理
解
に
即
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
外
面
的
行
為
に
関
わ
る
自
然
法
の
最
高
原
理
と

は
カ
ン
ト
の
定
式
、
つ
ま
り
「
汝
の
外
面
的
自
由
が
、
他
の
全
て
の
人
々
の
外
面
的

自
由
と
と
も
に
存
在
し
う
る
よ
う
に
行
動
せ
よ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す

る㉙
。
し
か
し
、
コ
ッ
ク
が
国
法
に
つ
い
て
「
自
由
な
道
徳
的
主
体
と
し
て
自
然
権
を

持
つ
人
間
が
、
自
発
的
に
自
ら
の
権
利
を
譲
渡
し
契
約
す
る
」
も
の
と
み
な
し
た
反

面
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
は
そ
の
よ
う
な
「
国
家
の
歴
史
的
起
源
に
社
会
契
約
を
求
め

る
見
解
」
を
妄
説
と
し
て
斥
け
た
と
い
う
二
人
の
立
場
の
差
異
に
つ
い
て
も
指
摘
さ

れ
て
い
る㉚
。一
方
、フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
著
作
に
も
多
く
の
影
響
を
与
え
た
ト
ル
ベ
ッ

ケ
法
学
の
特
質
と
は
、「
国
民
の
習
俗
や
環
境
に
基
づ
く
法
体
系
の
歴
史
的
生
成
・
発

展
」
を
説
く
も
の
で
あ
り㉛
、
こ
の
よ
う
な
言
説
は
オ
ラ
ン
ダ
の
自
由
主
義
改
革
と
い

う
文
脈
と
相
ま
っ
て
一
八
四
八
年
に
お
け
る
憲
法
改
正
以
後
、
首
相
を
勤
め
る
ト
ル

ベ
ッ
ケ
の
立
場
を
よ
く
現
し
て
い
る
と
も
述
べ
る
。

全
一
五
章
に
構
成
さ
れ
て
い
る
西
の
『
性
法
説
約
』
は
、
コ
ッ
ク
が
「
道
徳
」
よ

り
外
面
的
行
為
に
関
わ
る
「
自
然
法
」
を
区
別
し
た
の
と
同
じ
く
、「
第
一
章　

第
二

節　

人
ノ
大
地
ニ
在
ル
ヤ
他
ノ
人
々
ト
共
ニ
相
生
養
ス
理
勢
便
チ
然
リD

e m
en

sch
 

is bestem
d om

 m
et an

dere m
en

sch
en

 op aarde te zam
en

 te leven
.

」と
、

人
間
の
社
会
性
を
「
性
法
総
論
」
に
基
づ
い
て
記
し
て
い
る32
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、『
性
法
説
約
』
の
内
容
全
体
が
「
道
徳
（m

oraal

）」
と
区
別
さ
れ

た
、社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
前
提
に
し
た
「
自
然
法
（n

atu
u

rregt

）」
を
扱
っ

て
い
る
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
多
少
の
ず
れ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
翻
訳
」、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
一
九
世
紀
ま
で
蓄
積
さ

れ
て
い
た
西
洋
法
学
の
文
脈
と
概
念
、
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語
の
翻
訳
と
い
う
実
際
の

問
題
が
当
然
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
も
、
西
がn

atu
u

rregt

に
対
し
て

「
性
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
翻
訳
を
試
み
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

『
性
法
説
約
』の
全
一
五
章
の
内
容
を
現
在
の
言
葉
で
ま
と
め
る
の
は
さ
ほ
ど
難
し

く
な
い
が
、こ
こ
で
は
あ
え
て
省
略
し
た
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、以
下
で
は
西
が
「
性

法
」
と
し
て
記
録
す
る
内
容
そ
の
も
の
に
集
中
し
、「
性
」
と
い
う
概
念
が
新
し
い
文

脈
に
置
か
れ
て
い
く
様
子
を
検
討
し
た
い
。

西
は
「
第
一
章　

第
一
節
」
で
「
性
法
ハ
人
ノ
性
ニ
本
ツ
ク
故
ニ
是
ヲ
性
法
ト
名

ク
ル
也H

et n
atu

u
rregt h

eeft zijn
en

 gron
d in

 d
e n

atu
u

r van
 d

en
 

m
en

sch
. D

aarom
 h

eet h
er n

atu
u

rregt.

」
と33
、n

atu
u

rregt

を
「
性
法
」
と

翻
訳
し
た
理
由
を
、
そ
れ
が
「
人
ノ
性
」
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
、
以
下
の
内
容
を
み
る
と
、「
人
ノ
性
」
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
既
存

の
「
性
」
概
念
と
は
違
っ
て
新
た
な
訳
語
で
あ
る
「
性
法
」
を
支
え
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

結
論
か
ら
い
う
と
、『
性
法
説
約
』
に
お
い
て
「
性
法
」
の
前
提
と
な
る
「
人
ノ

性
」
と
は
、
朱
子
学
的
概
念
と
か
な
り
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、「
第
二
章
」

か
ら
「
第
五
章
」
ま
で
の
内
容
は
、
そ
こ
に
い
る
存
在
と
し
て
の
人
間
、
空
間
的
に

動
き
、
物
を
取
る
と
い
う
行
動
、
物
を
口
に
入
れ
る
飲
食
な
ど
の
、
言
う
ま
で
も
な

く
そ
う
で
あ
っ
て
そ
う
し
て
き
た
人
間
の
姿
が
「
原
権
」
と
し
て
成
文
化
さ
れ
て
い



一
八

736

る
。
た
と
え
ば
「
第
二
章　

自
有
ノ
原
権
ヲ
論
ス
」
で
は
、

第
一
節　

自
有
ノ
原
権
ト
テ
吾
人
ノ
本
体
ト
共
ニ
立
チ
吾
人
ノ
生
理
ト
相
合
シ

吾
ト
其
存
亡
ヲ
共
ニ
ス
ル
者
ヲ
謂
フ

第
二
節　

又
能
ク
是
ヲ
名
ツ
ケ
テ
資
稟
ノ
権
ト
謂
フ
是
レ
恰
モ
吾
人
ノ
生
ト
共

ニ
受
ル
カ
如
ク
ナ
レ
ハ
也

第
三
節　

此
ノ
原
権
三
ツ
ア
リ

第
一
ニ
ハ　

存
立
ノ
権

第
二
ニ
ハ　

制
行
ノ
権

第
三
ニ
ハ　

物
ヲ
取
テ
用
ニ
供
ス
ル
ノ
権34

こ
こ
で
の
「
自
有
ノ
原
権
」
と
は
、「
存
立
」
つ
ま
り
「
生
ヲ
保
全
保
護
ス
ル
」
権

利
と
、「
制
行
」
つ
ま
り
「
動
静
」
を
「
自
己
ノ
取
捨
ニ
任
セ
テ
」
行
う
権
利
、
そ
し

て
「
存
立
」
す
る
以
上
「
生
命
ヲ
保
」
つ
た
め
に
は
「
外
ニ
在
ル
ノ
物
品
」
や
「
飲

食
」
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
権
利
を
表
す35
。
つ
ま
り
、
人
間
が
物
質
的
な
存

在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
「
他
人
」
が
登
場
す
る
部
分
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、他
人
が
頻
繁
に
登
場
す
る
「
第
六
章
」
か
ら
「
第
十
四

章
」
ま
で
の
内
容
は
、「
仮
有
ノ
原
権
」
す
な
わ
ち
、
生
来
の
生
存
か
ら
生
じ
る
も
の

で
は
な
く
、外
部
の
「
物
件
」
と
「
人
身
」
と
遭
遇
す
る
場
合
に
生
じ
る
権
利
を
扱
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
物
件
上
ノ
諸
権
」
の
な
か
で
「
所
有
ノ
権
」
が
生
じ
る
理
由

は
、
人
間
が
そ
の
生
命
を
保
つ
た
め
に
外
部
に
あ
る
物
を
取
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ

り
（「
人
身
ノ
物
タ
ル
地
上
己
カ
外
ニ
在
ル
ノ
物
品
ヲ
取
ヲ
其
用
ニ
供
ス
ル
ニ
非
レ
ハ
如
何
ソ

其
生
命
ヲ
保
シ
其
存
立
ヲ
ナ
ス
事
ヲ
得
ン
」）36
、
そ
こ
で
、「
未
タ
佗
人
其
用
ノ
為
ニ
取
有

セ
サ
ル
者
ニ
シ
テ
始
メ
テ
」
所
有
す
る
権
利
を
持
つ
と
説
明
さ
れ
る37
。
す
な
わ
ち
、

西
が
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
か
ら
教
わ
っ
た
「
性
法
」
の
内
容
と
は
、
高
度
に
抽
象
化
さ

れ
た
「
社
会
」
と
い
う
概
念
と
出
会
う
前
の
、
む
し
ろ
生
き
物
と
し
て
の
二
人
以
上

の
人
間
に
関
わ
る
権
利
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
国
法
や
万
国
公
法
の
よ
う
な
具
体

的
な
調
停
者
の
存
在
が
登
場
す
る
以
前
の
、
あ
く
ま
でn

atu
u

r

な
人
間
に
付
与
さ

れ
る
権
利
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
西
は
、
権
利regt

を
「
原
権
」
と
翻
訳
し
、
そ
れ
ら

が
成
文
化
さ
れ
た
形
で
あ
るn

atu
u

rregt

を
「
性
法
」
と
翻
訳
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
入
念
な
読
解
が
必
要
と
な
る
。
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
は
自
分
の
先
生

コ
ッ
ク
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
自
然
法n

atu
u

rregt

を
道
徳m

oraal

か
ら
区
分
す

る
構
文
を
第
一
章
の
「P

ar.8

」
に
明
示
す
る
が
、
そ
の
く
だ
り
を
西
は
次
の
よ
う
に

翻
訳
す
る
。

第
一
章　

第
八
節　

此
善
悪
ノ
際
ニ
於
テ
辨
別
ヲ
ナ
ス
ハ
第
一
地
頭
ニ
在
ヲ
吾

人
凡
百
ノ
行
事
ヲ
論
定
ス
ル
者「
模モ

ラ

ル
羅
爾
」即
チ
名
教
ト
云
フ（D

it on
dersch

eid 

tu
ssch

en
 goed en

 k
aad w

ordt in
 de eerste plaats voor al on

ze daden
 

bepaald door de zedeleer

（m
oraal

））38

第
三
章　

第
七
節　

夫
ノ
貧
乏
ヲ
慇
シ
ミ
残
疾
ヲ
恤
ミ
老
弱
ヲ
扶
ケ
又
人
ノ
生

命
ノ
急
ヲ
救
フ
ノ
義
ハ
皆
名
教
ノ
源
ヨ
リ
発
シ
性
法
ノ
基
ニ
本
ツ
ク
ニ
ア
ラ
ズ

（D
e verpligtin

g om
 arm

en
, gebrekkigen

 en
 zw

akken
 te h

elpen
, of om

 

iem
an

d u
it leven

sgevaar te redden
, vloeit voort u

it de zedeleer, n
iet u

it 

h
et n

atu
u

rregt

）（
以
下
、
引
用
文
の
傍
線
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
）39

こ
こ
で
西
はm

oraal

を
「
模モ

ラ

ル
羅
爾
」「
名
教
」
と
翻
訳
し
、「
貧
乏
」「
残
疾
」「
老

弱
」
な
人
を
救
恤
す
る
の
は
「
名
教
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
性
法
」

で
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
朱
子
学
的
概
念
で
あ
る
「
性
」
に
孕
ま
れ
て
い
る

「
善
悪
の
範
疇
」
を
排
除
す
る
形
で
「
性
法
」
が
翻
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
が40
、そ
の
よ

う
な
人
間
の
内
面
に
関
わ
る
議
論
を
退
け
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
物
質
的
な
人
間
を

描
き
出
し
た
『
性
法
説
約
』
の
内
容
こ
そ
、
概
念
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

「
性
」
に
与
え
ら
れ
た

新
た
な
文
脈
で
あ
っ
た
。
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さ
ら
に
、「
性
」
を
め
ぐ
る
新
た
な
文
脈
に
関
連
し
て
も
う
一
つ
指
摘
す
べ
き
こ
と

は
、regt

を
「
原
権
」
と
翻
訳
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
語regt

は
、
形
と

し
て
は
現
れ
な
い
「
権
利
」
と
成
文
化
さ
れ
る
「
法
」
と
い
う
意
味
を
同
時
に
有
し

て
い
る
。
そ
れ
を
西
は
「
権
」
と
「
法
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
捉
え
た
の
で
あ
る
が
、

「
権
」
に
つ
い
て
は
「
原
」
と
い
う
漢
字
を
当
て
て
「
原
権
」
と
い
う
名
詞
で
翻
訳
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
ま
ず
、
西
以
前
、
あ
る
い
は
同
時
代
に
お
い

て
漢
字
語
「
権
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
か
を
把
握
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

K
E

N
, 

ケ
ン, 

権, n
. P

ow
er, au

th
ority, in

flu
en

ce. -w
o fu

ru
. to sh

ow
 

on
e’s pow

er. -w
o toru

. to h
old th

e pow
er, to h

ave th
e au

th
ority. –

w
o katte m

on
o w

o iu
, to talk assu

m
in

g an
 air of au

th
ority. S

yn
. 
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R
IG

H
T, v. T

adash
ii; yoi; m

akoto, jitsz; yorosh
ii; m

igi. –side, m
igi 

n
o hō. –an

d
 w

ron
g, zen

-aku
; ri-h

i; ze-h
i. A

ll righ
t, yorosh

i; yosh
i; 

R
IG

H
T, n

. D
ōri; m

ich
i; ri; gi; zen

; szji; h
adz; beki. T

o pu
t to righ

ts, 

sōji szru
. –an

d
 left, sa-yū. 42

こ
れ
は
ヘ
ボ
ン
の
『
和
英
語
林
集
成
』
初
版
（
一
八
六
七
年
）
に
出
て
く
る
「
権
」

の
説
明
で
あ
る
。
上
段
の
例
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に「
力
を
振
る
」「
力
を
取
る
」「
勝

手
も
の
（
マ
マ
）
を
言
う
」
と
い
う
一
般
的
に
使
わ
れ
そ
う
な
具
体
的
な
表
現
が
書
か

れ
て
い
る
。
ま
た
、
下
段
のR

IG
H

T

を
み
る
と
、「
正
し
い
、
よ
い
、
ま
こ
と
、
じ

つ
、
理
、
義
、
は
ず
、
べ
き
」
な
ど
、
実
際
の
人
間
関
係
で
通
用
さ
れ
る
倫
理
的
概

念
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
一
方
、
同
時
期
に
福
澤
諭
吉
は
『
西

洋
事
情
二
編
』
に
お
い
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
（S

ir W
illiam

 B
lack

ston
e, 1723

〜

1780

）
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義C

om
m

en
taries on

 th
e L

aw
s of E

n
glan

d

』

（1765

〜1769

）
を
抄
訳
し
て
い
る
が
、
か
れ
は
「
ラ
イ
トrigh

t

」
と
い
う
概
念
を

「
人
間
の
通
義
」
と
し
て
翻
訳
し
て
お
り
、と
く
に
自
然
法
に
お
け
る
人
間
の
権
利
に

つ
い
て
は
「
無
係
の
通
義
」
と
記
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
無
係
の
通
義
」

は
か
れ
に
よ
る
と
、「
天
賦
の
自
由
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
直
ち
に
具
体
的
な
調
停
者

で
あ
る
国
家
へ
譲
り
渡
さ
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
こ
に
、
生
き
物
と
し
て

抽
象
化
さ
れ
た
人
間
の
様
態
に
対
し
て
「
原
権
」
と
い
う
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
そ

れ
に
権
利
を
与
え
る
西
の
「
性
法
」
と
の
違
い
が
あ
っ
た43
。

す
な
わ
ち
、
福
澤
は
「
ラ
イ
ト
」
を
一
定
の
名
詞
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
な
く
、

あ
く
ま
で
「
国
律
」
を
前
提
に
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、西
は
、

フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
か
ら
教
わ
っ
た
自
然
法
の
内
容
を
翻
訳
す
る
に
当
た
り
、
既
存
の

「
権
」概
念
と
し
て
は
取
り
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
新
た
な
人
間
の
権
利
に
直
面
し

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
原
権
」
と
翻
訳
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
翻
訳
作

業
は
、
そ
れ
以
前
は
疑
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
た
人
間

の
存
在
、
つ
ま
り
動
き
や
食
欲
の
行
為
な
ど
に
「
権
利
」
と
い
う
概
念
を
与
え
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
新
た
な
文
脈
の
も
と
で
物
質
化
さ
れ
た
「
性
」
に
、
そ

う
し
た
人
間
の
「
原
権
」
を
総
括
す
る
形
が
与
え
ら
れ
た
。

三　

P
h

ilosoph
y

の
翻
訳
を
め
ぐ
る
研
究
状
況
と「
尚
白

記
」

前
節
で
は
、natu

u
rregt

の
「
性
法
」
と
い
う
翻
訳
語
が
善
悪
の
範
疇
を
「
モ
ラ

ル
」
に
置
き
換
え
つ
つ
、生
き
物
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
た
人
間
の
あ
り
方
を
「
原
権
」

と
し
て
記
録
し
た
点
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ま
で
政
治
史
お
よ
び
法
思
想
史
に
お
い
て

し
か
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
性
法
説
約
』
は
、
西
周
に
よ
るP

h
ilosoph

y

の
翻
訳
、
そ
し
て
そ
の
学
問
の
受
容
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
以
下
で
は
、
こ
の
点

を
論
証
し
て
い
き
た
い
。
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、西
に
お
け
るP

h
ilosoph

y

翻
訳
の
問
題
を
新
た
な
方
向
か

ら
考
察
す
る
た
め
に
は
、
か
れ
が
生
前
行
っ
た
翻
訳
作
業
を
連
続
的
に
捉
え
る
必
要

が
あ
る
。
つ
ま
り
「
近
代
日
本
哲
学
の
父
」
と
い
う
評
価
に
惑
わ
さ
れ
て
、
今
日
に

通
用
さ
れ
る
学
問
分
類
か
ら
問
題
を
把
握
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
前
節
ま
で
、
実
際
の
西
の
経
験
に
沿
っ
て
、
ま
ず
オ
ラ
ン
ダ
経
験
よ
り
議
論
を
は

じ
め
た
。
で
は
、P

h
ilosoph

y

の
翻
訳
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、

名
称
の
誕
生
か
ら
物
事
の
始
原
を
捉
え
る
視
点
が
直
ち
に
偉
業
へ
の
称
賛
、
あ
る
い

は
「
日
本
哲
学
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
模
索
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
注
意

し
つ
つ44
、
名
詞
と
し
て
の
記
録
の
始
原
と
い
う
問
題
を
考
え
た
い
。

西
が
「
斐
鹵
蘇
比
」、「
ヒ
ロ
ソ
ヒ
ー
」
と
呼
ん
で
い
た
も
の
を
「
哲
学
」
と
翻
訳

す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る45
。
か
れ
に
お

け
るP

h
ilosoph

y

と
い
う
概
念
の
痕
跡
を
一
度
整
理
す
れ
ば
、
ま
ず
、「
哲
学
」
と

名
づ
け
ら
れ
る
前
に
そ
れ
は
「
西
洋
之
性
理
之
学
」
や
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
「
ヒ
ロ
ソ

ヒ
之
学
」（
一
八
六
二
年
）46
、
そ
し
て
「
斐
鹵
蘇
比
」（
一
八
七
〇
年
）
と47
、
音
仮
さ
れ
た

形
で
現
れ
た
。
そ
れ
が
、「P

h
ilosop

h
y　

φιλο

愛　

聖
希
天
賢
希
聖
士
希
賢
／

σοφια

賢 

周
茂
叔
／
希
賢　

理
学　

窮
理
学
」
と
い
う
痕
跡
を
経
て
「p

哲

学

也

者

h
ilosoph

y

」

に
な
る
（
一
八
七
〇
年
）48
。

こ
れ
ま
で
西
周
に
お
け
るP

h
ilosoph

y

か
ら
「
哲
学
」
へ
の
翻
訳
を
論
じ
た
研
究

は
、
そ
の
概
念
に
当
た
る
部
分
だ
け
を
用
い
た
の
で
あ
り
、
結
論
と
し
て
は
次
の
点

が
指
摘
さ
れ
た
。
一
、実
際
に
当
時
の
人
々
が
「
哲
学
」
を
目
に
し
た
の
は
一
八
七
四

年
『
百
一
新
論
』
の
刊
行
に
よ
る
、二
、『
百
一
新
論
』
が
起
草
さ
れ
た
の
は
一
八
六
七

年
で
あ
っ
た
の
で
西
が
哲
学
と
い
う
用
語
を
用
い
た
の
は
一
八
七
四
年
よ
り
早
い
、

三
、一
八
七
〇
年
の
私
塾
育
英
舎
の
講
義
録
「
百
学
連
環
」
に
お
い
て
も
「
哲
学
」
を

用
い
て
い
る
、
四
、
当
時
漢
訳
と
し
て
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
「
理
学
」
や
「
窮
理

学
」
を
西
は
避
け
た

0

0

0

、
な
ぜ
な
ら
朱
子
学
的
概
念
で
あ
る
「
理
」
と
区
分
す
る
た
め

だ
っ
た
、
と
。

と
く
に
四
つ
目
の
場
合
、「
生
性
発
蘊
」
に
「
理
学
理
論
ナ
ト
訳
ス
ル
ヲ
直
訳
ト
ス

レ
ト
モ
、
他
ニ
紛
ル
コ
ト
多
キ
為
メ
ニ
今
哲
学
ト
訳
シ
東
洲
ノ
儒
学
ニ
分
ツ
」
と
明

示
さ
れ
て
い
る
点
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、「
儒
学
」
と
の
区
別
の
た
め
に
新
た
な

用
語
を
用
い
た
と
主
張
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
史
料
の
表
面
上
の
解
読

と
し
て
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
西
は
「
生
性
発
蘊
」
の
文
脈
に
お
い
て
儒

学
に
つ
い
て
何
の
解
釈
や
説
明
も
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
と
い
う

の
は
、
以
上
の
よ
う
な
解
読
は
、「
宋
学
の
理
に
対
す
る
反
感
」
が
前
提
で
あ
る
か
の

よ
う
に
捉
え
る
視
点
を
取
っ
て
い
る
か
ら
だ49
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
乗
り
越
え
る
た

め
、
本
節
で
は
西
の
「
尚
白

記
」（
一
八
七
二
年
起
稿
推
定
、
一
八
八
四
年
）
に
注
目

し
た
い
。
こ
の
文
章
は
、「
理
」
の
「
差
異
を
認
識
し
な
い
朱
子
学
」
を
批
判
し
た
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た50
。
し
か
し
、「
尚
白

記
」
の
全
体
的
な
内
容
か
ら
み
る

と
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は
部
分
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

西
が
「
尚
白

記
」
に
お
い
て
ま
ず
述
べ
て
い
る
の
は
、「
学
術
上
の
統
一
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。「
凡
ソ
百
科
の
学
術
に
於
て
は
統
一
の
観
有
る
事
緊
要
た
る
可
し
、

学
術
上
に
於
て
統
一
の
観
立
て
は
人
間
の
事
業
も
緒
に
就
き
、
社
会
の
秩
序
も
自
ら

定
ま
る
」51
。
か
れ
は
こ
こ
で
、学
術
上
の
統
一
観
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
社
会
も

安
定
す
る
と
い
い
、学
問
と
社
会
と
の
安
定
的
な
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
よ
う
な
目
的
か
ら
す
る
と
、
未
だ
に
「
生
理
と
性
理
と
の
相
連
結
す
る
の
理
趣

を
講
明
し
て
発
見
し
得
る
」
に
足
り
て
い
な
い
と
自
分
を
責
め
つ
つ
、儒
学
的
「
理
」

概
念
を
振
り
返
っ
て
い
る
の
が
、
ま
さ
に
「
尚
白

記
」
で
あ
る
。

墺
居
斯
多
・
坤
度
嘗
て
五
学
の
模
範
を
著
は
し
、
天
上
理
学
（
天
文
学
）、
地
上

理
学
（
格
物
学
、
化
学
）、
生
体
学
（
バ
イ
オ
ロ
ジ
ー
）
社
会
学
（
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ー
）

と
為
す
、
是
現
象
の
尤
概
通
単
純
な
る
者
よ
り
尤
特
別
組
織
せ
る
者
ま
で
、
其

理
法
の
度
に
準
し
て
定
め
た
る
者
な
れ
は
、
近
世
の
諸
名
家
も
亦
之
を
取
れ
り

と
見
ゆ
、
然
れ
と
も
余
は
未
タ
其
生
理
と
性
理
と
の
相
連
結
す
る
の
理
趣
を
講
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明
し
て
発
見
し
得
る
の
力
に
乏
し
け
れ
は
、
姑
く
心
理
と
物
理
と
を
両
種
と
為

し
て
之
を
説
き
、
唯
事
業
上
に
就
き
て
其
統
轄
隷
属
す
る
関
係
を
説
か
ん
と
為

（
す
）52
。

以
上
の
引
用
文
か
ら
、西
が
文
頭
で
述
べ
る
「
学
術
上
の
統
一
観
」
と
い
う
の
が
、

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
理
論
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
学

問
を
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
区
画
す
る
考
え
を
拒
否
し
、
理
法
の
組
織
程
度
に
よ
っ
て

天
文
学
か
ら
社
会
学
へ
発
展
す
る
も
の
と
し
て
学
問
を
捉
え
る
理
解
は
興
味
深
い
。

以
下
で
は
、
か
れ
の
「
理
」
概
念
の
用
い
方
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

是
理
と
言
ふ
辞
の
定
義
、
即
理
の
本
体
な
る
者
は
如
何
と
言
ふ
事
也
、
其
字
は

支
那
の
古
来
よ
り
の
字
に
て
、
儒
書
は
皆
理
を
論
し
た
る
者
也
、
中
に
も
…
…
、

元
来
説
文
の
治
玉
の
義
に
て
、
其
レ
よ
り
脉
理
、
條
理
、
滕
理
、
文
理
等
に
転

し
、
其
組
織
の
整
然
條
理
有
り
て
紊
れ
さ
る
事
を
指
し
た
る
者
な
る
を
、
又
一

転
し
て
道
理
と
云
ふ
尋
常
の
観
念
を
徴
す
る
語
と
成
り
、
今
は
此
一
字
な
れ
は

専
ら
此
観
念
を
示
す
な
り
、
本
邦
の
語
に
て
は
「
コ
ト
ワ
リ
」
と
訓
す
…
…
又

「
ハ
ヅ
」
と
言
有
り
…
…53
。

然サ

て
理
と
云
ふ
辞
、
欧
言
に
て
は
的
訳
を
見
す
、
其
故
に
や
、
本
邦
従
来
の
儒

家
は
「
西
人
未
曾
知
理
」
と
﹇
此
語
山
陽
先
生
の
書
後
題
跋
に
見
ゆ
と
覚
ゆ
、

勿
論
当
時
は
欧
の
学
未
開
け
さ
る
故
な
り
﹈
云
へ
り
と
見
ゆ
れ
と
、
是
理
を
知

ら
さ
る
に
は
非
ら
す
、
指
す
所
異
な
る
也
、
蓋
シ
欧
洲
近
来
の
習
に
て
は
、
理

を
二
つ
に
言
ひ
分
け
た
り
、
例
す
れ
は
英
語
の
「
レ
ー
ズ
ン
」「
ラ
ウ
・
オ
フ
・

ネ
チ
ュ
ー
ル
」
…
…
「
レ
ー
ズ
ン
」
は
泛
用
に
て
道
理
と
訳
し
、
局
用
に
て
理

性
と
訳
す
、
…
…
理
性
と
道
理
と
云
ふ
字
義
の
内
に
は
、
天
理
天
道
な
と
云
ふ

意
は
含
ま
ぬ
事
と
知
る
可
し
、
然サ

て
一
方
の
「
ネ
チ
ュ
ラ
ル
・
ラ
ウ
」
と
云
ふ

は
理
法
と
訳
す
、
直
訳
す
れ
は
天
然
法
律
の
義
な
り
、
…
…
人
事
に
関
せ
さ
る

者
を
指
し
…
…
客
観
に
属
す
る
者
な
り
、
此
外
に
又
「
フ
リ
ン
シ
プ
ル
」
…
…

原
始
の
義
に
て
元
理
と
訳
す
る
辞
有
り
、
又
主
義
な
と
と
も
訳
し
、
何
に
て
も

本
つ
く
所
を
指
せ
は
、
必
理
の
み
に
も
非
れ
と
も
、
理
の
時
は
例
す
れ
は
仁
と

か
義
と
か
云
ふ
如
き
、
元
始
と
立
つ
る
現
象
を
指
す
也
、
又
此
外
に
「
ア
イ
デ

ア
」
…
…
此
語
本
見
ル
と
云
フ
語
の
変
化
に
て
、
照
影
照
像
の
義
よ
り
し
て
、

何
に
て
も
物
体
の
印
象
の
心
に
留
存
す
る
者
を
指
す
を
本
義
と
為
し
…
…
此
語

は
今
観
念
と
訳
す
、
是
は
理
の
字
と
余
り
関
渉
無
き
様
に
見
ゆ
れ
と
、
深
く
宋

儒
の
指
す
理
と
同
一
趣
の
理
を
徴
す
る
語
と
成
れ
り54
。

つ
ね
に
言
葉
の
字
源
か
ら
議
論
を
は
じ
め
る
西
ら
し
く
、
こ
こ
で
も
「
理
」
を

「
玉
」
と
い
う
形
象
字
か
ら
説
明
し
て
い
る55
。
し
か
し
そ
の
後
、「
理
」
が
西
洋
の
概

念
に
当
て
ら
れ
る
と
、
そ
れ
と
同
時
に
「
理
」
そ
の
も
の
が
様
々
な
概
念
に
引
き
替

え
ら
れ
、
そ
の
引
き
替
え
ら
れ
た
形
が
翻
訳
語
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま

り
、「
理
」
が
歴
史
的
な
観
点
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
い
わ
ば
水
平
線
上
の
あ
ち
こ
ち
か

ら
、
理
由
の
わ
か
ら
な
い
、「
玉
」
か
ら
外
れ
た
複
数
の
「
理
」
が
産
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
「
尚
白

記
」
は
、
翻
訳
が
抱
え
て
い
る
瞬
間
的
、
あ
る
い
は
非
歴
史
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
今
日
の
私
た
ち
に
鮮
明
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
投
げ
か
け
て
い
る56
。
朱

子
学
的
「
理
」
概
念
の
批
判
が
目
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
西
は
「
理
」

概
念
の
歴
史
性
に
止
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
尚
白

記
」
に
お
い
て
西
が

行
っ
て
い
る
の
は
「
理
」
の
廃
棄
で
は
な
く
、
最
後
ま
で
「
理
」
を
掴
み
、
そ
の
意

味
を
様
々
な
方
向
か
ら
問
い
か
け
な
が
ら
、
外
部
を
呼
び
出
し
、
そ
れ
を
ま
た
「
理
」

に
引
き
替
え
、
引
き
替
え
ら
れ
た
「
理
」
に
よ
っ
て
既
存
の
も
の
を
分
割
す
る
作
業

で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
理
」
を
再
三
問
い
つ
つ
、
外
部
の
概
念
に
「
理
」
を
当
て
て
翻
訳
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語
を
つ
く
り
出
す
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
限
り
、「"p

h
ilosop

h
y"

だ
け
は
特
別
で

あ
っ
た
」
と
主
張
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る57
。「
欧
人
」
の
「
理
と
指

す
」
も
の
が
「
一
層
緻
密
也
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
西
は
「
理
」
と
い
う
概
念

を
前
提
に
す
る
こ
と
で
し
か
西
洋
の
概
念
を
理
解
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。ま
た
、

「
其
他
知
ら
ざ
る
所
の
理
固
よ
り
多
し
、其
自
ら
知
の
至
ら
さ
る
を
以
て
之
を
理
外
と

為
、
之
を
事
実
に
合
せ
さ
る
者
な
り
と
云
ふ
は
是
理
の
至
ら
さ
る
に
非
ら
す
し
て
、

我
か
至
ら
さ
る
な
り
、
吾
人
固
よ
り
理
の
一
端
を
知
れ
と
も
其
全
体
を
知
る
事
能
は

さ
る
事
有
り
、
仮
令
へ
は
宇
宙
の
如
き
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に58
、
か
れ
に
お
い
て

「
理
」と
は
未
だ
規
定
さ
れ
な
い
全
体
性
を
有
す
る
概
念
と
し
て
存
在
し
た
。
そ
の
意

味
で
、
西
が
し
ば
し
ば
挙
げ
る
「
学
術
上
に
於
て
統
一
の
観
」
の
樹
立
と
い
う
課
題

は
、
む
し
ろ
か
れ
の
「
理
」
理
解
と
深
く
関
わ
っ
た
も
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い59
。

そ
し
て
、
西
洋
概
念
の
漢
字
語
へ
の
翻
訳
と
は
、
学
術
統
一
と
い
う
命
題
と
層
を
異

に
す
る
、
よ
り
現
実
的
な
作
業

―
「
尚
白

記
」
で
行
っ
た
「
理
」
を
西
洋
語
に

翻
訳
す
る
よ
う
な
作
業

―
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

上
記
し
た
よ
う
に
、P

h
ilosop

h
y

は
「
百
学
連
環
」
に
お
い
て
「P

h
ilosop

h
y   

φιλο

愛　

聖
希
天
賢
希
聖
士
希
賢
／σοφια

賢 

周
茂
叔
／
希
賢　

理
学　

窮
理
学
」

と
い
う
痕
跡
を
経
て
「
哲
学
也
者
」
と
、
ル
ビ
を
振
っ
た
形
で
「
哲
学
」
に
な
っ
て

い
っ
た
。
周
敦
頤
を
参
照
に
し
つ
つ
「
希
賢
」
と
し
た
の
が
、
ま
た
「
窮
理
学
」
を

伴
い
な
が
ら
な
ぜ
最
後
に
は
「
哲
学
」
に
な
っ
た
の
か
を
、
推
し
量
る
こ
と
は
難
し

い
。「
希
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
哲
学
の
源
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
や
、お
そ
ら
く
西
も
読
ん

だ
で
あ
ろ
う
「
説
文
」
の
「
哲
」
の
意
味
な
ど
、
そ
の
間
に
想
像
さ
れ
る
す
べ
て
の

仮
説
は
結
局
憶
測
に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
本
稿

で
試
み
た
の
は
、
西
が
既
存
の
「
性
」
や
「
理
」
を
ど
の
よ
う
に
断
ち
割
り
、
外
部

の
何
を
包
摂
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
い
か
に
記
録
し
て
い
る
の
か
を
追

跡
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
作
業
な
し
に
は
新
た
な
名
詞
を
用
い
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
既
存
の
も
の
を
分
割
す
る
作
業
を
通
じ
て
翻
訳
語

の
創
出
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、Ph

ilosoph
y

が
「
哲
学
」
に
翻
訳
さ
れ
る
様
態
を
、
以
前
の
「（
近
世

帝
国
的
な
）
帝
国
」
の
な
か
で
共
有
さ
れ
て
い
た
諸
概
念
が
変
異
・
解
体
し
て
い
く
過

程
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
し
た60
。
西
周
の
「
哲
学
」
翻
訳
を
、
時
期
的
に
異
な
る
い

く
つ
か
の
場
面
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
し
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
か
れ
が
「n

atu
u

regt

」
を
「
性
法
」
に
翻
訳
し
た
り
、「
理
」
を
西
洋
の
概
念

に
置
き
換
え
た
り
す
る
な
ど
、
既
存
の
「
性
」
や
「
理
」
が
新
た
な
文
脈
で
呼
び
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、新
た
な
概
念
の
創
出
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

西
は
そ
の
後
、「
生
性
発
蘊
」
に
お
い
て
本
格
的
に
西
洋
哲
学
史
を
記
し
て
い
く
。

そ
れ
は
実
は
、
ル
イ
ス
（G

. H
. L

ew
es, 1817-1878

）
のA

 B
iograph

ical H
istory 

O
f P

h
ilosoph

y

（1845-1853

）
の
翻
訳
で
あ
っ
た61
。
そ
こ
で
西
は
既
存
の
言
葉
で
記

せ
な
い
様
々
な
層
位
の
概
念
に
直
面
し
、そ
れ
を
翻
訳
す
る
に
当
た
っ
て
は
再
び「
人

ノ
性
」
と
い
う
言
葉
を
主
語
の
場
所
に
置
く
と
い
う
方
法
を
用
い
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
ロ
ッ
ク
の
有
名
なtabu

la rasa

と
い

う
説
は
「
人
ノ
性
ハ
猶
白
紙
ノ
如
シ
」
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
具

体
的
な
検
討
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

注①　
代
表
的
な
も
の
と
し
て
藤
田
正
勝
「
日
本
に
お
け
る
「
哲
学
」
の
受
容
」『
岩
波
講

座　

哲
学
一
四　

哲
学
史
の
哲
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。

②　

最
も
早
い
も
の
に
、
井
上
哲
次
郎
『
岩
波
講
座
哲
学
・
明
治
哲
学
界
の
回
顧
』（
岩

波
書
店
、
一
九
三
二
年
）、
最
も
新
し
い
も
の
に
、
松
島
弘
『
近
代
日
本
哲
学
の
祖
・

西
周

―
生
涯
と
思
想
』（
文
芸
春
秋
企
画
出
版
部
、
二
〇
一
四
年
）。

③　

大
久
保
利
謙
「
西
周
の
軍
部
論

―
軍
部
成
立
の
思
想
史
裏
づ
け

―
」（『
日
本
歴
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史
』
第
四
五
号
、
一
九
五
二
年
）、
梅
溪
昇
「
近
代
日
本
軍
隊
の
性
格
形
成
と
西
周
」

（『
人
文
学
報
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
第
四
号
、
一
九
五
四
年
）、「
軍
人
勅
諭

の
成
立
と
西
周
の
憲
法
草
案
（
一
）」（『
史
林
』
第
三
八
巻
第
一
号
、
一
九
五
五
年
）。

④　

金
杭『
말
하
는 

입
과 

먹
는 

입
（
語
る
口
と
食
う
口
）』
새
물
결
、二
〇
〇
九
年
、一
三

頁
。
な
お
、
以
下
韓
国
語
文
献
の
引
用
は
筆
者
の
翻
訳
に
よ
る
。

⑤　

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
『
言
語
の
聖
事

―
誓
約
の
考
古
学

―
』
に
お
い

て
「
誓
約
・
誓
い
」
の
起
源
を
、
既
存
の
解
釈
つ
ま
り
、
呪
術
や
宗
教
の
領
域
か
ら
誓

約
の
起
源
を
求
め
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
否
定
し
、
歴
史
的
記
録
つ
ま
り
、
古
代
法
と
聖
書

に
現
れ
る
実
定
的
力
の
分
析
を
通
じ
て
求
め
る
。
そ
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

誓
約
／
誓
い
が
呪
術
や
宗
教
か
ら
出
た
と
い
う
結
論
で
は
な
く
、
逆
に
宗
教
や
法
、
科

学
（
学
問
と
論
理
）
が
誓
約
／
誓
い
か
ら
胚
胎
さ
れ
る
形
で
あ
る
（G

iorgio 

A
gam

ben
, T

h
e sacram

en
t of lan

gu
age, T

ran
slated by A

dam
 K

otsko, 

P
olity P

ress, 2010, p.62

）。
本
文
中
の
「n

u
n

cu
p

are

」
の
辞
典
的
意
味
は

「n
u

n
cu

po　

1
．
宣
言
す
る.　

2
．
指
名
す
る.　

3
．
宣
誓
す
る.　

4
．
名
前
を

呼
ぶ,　

呼
び
か
け
る.　

5
．
名
付
け
る,　

称
す
る.

」
で
あ
る
（
水
谷
智
洋

『L
E

X
IC

O
N

 L
A

T
IN

O
-JA

P
O

N
IC

U
M

 E
d

itio E
m

en
d

ata

』
研
究
社
、

二
〇
〇
九
年
、
四
二
三
頁
）。

⑥　

西
周
「
西
家
譜
略
（
自
叙
伝
）」
大
久
保
利
謙
編
『
西
周
全
集
』
第
三
巻
、
宗
高
書

房
、
一
九
六
〇
年
、
七
三
四
〜
七
三
八
頁
。

⑦　

現
在
、次
の
文
書
よ
り
「
五
科
教
授
」
の
内
容
が
推
測
で
き
る
。
ま
ず
西
周
に
関
し

て
は
「
西
周
文
書
」
に
「
記
五
科
授
業
之
略
」「
性
法
万
国
公
法
国
法
制
産
学
政
表
口

訣
」
と
、「
西
家
譜
略
」
の
な
か
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
五
科
口
訣
紀
略
」、
そ
し
て
刊

行
本
に
『
性
法
略
』（
神
田
孝
平
、
一
八
七
一
年
）、『
性
法
説
約
』（
一
八
七
九
年
）、

『
万
国
公
法
』（
一
八
六
八
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、津
田
真
道
に
関
し
て
は
「
津
田
真
道

文
書
」
に
「
泰
西
法
学
要
領
」「
表
紀
論
略
」「
西
洋
承
認
手
引
艸
序
論
」「
尼
達
蘭
国

法
政
令
手
引
草
」、
そ
し
て
刊
行
本
と
し
て
『
泰
西
国
法
論
』（
一
八
六
八
年
）、『
表
紀

提
綱
』（
一
八
七
四
年
）
が
あ
る
。

⑧　
「
記
五
科
授
業
之
略
」「
西
周
文
書
」
リ
ー
ル
三
、国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所

蔵
。

⑨　

こ
れ
は
「
五
科
学
習
に
関
す
る
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
覚
書
」
と
い
う
題
目
で
『
津
田

真
道
全
集
』
上
巻
（
九
一
〜
九
二
頁
）
お
よ
び
『
西
周
全
集
』
第
二
巻
（
大
久
保
利
謙

編
、
宗
高
書
房
、
一
九
六
二
年
、
一
四
二
〜
一
四
五
頁
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
オ

ラ
ン
ダ
語
そ
の
ま
ま
を
翻
訳
す
る
と「
西
周
助
と
津
田
真
道
に
送
る
授
業
に
関
す
る
メ

モ
」
く
ら
い
に
な
る
（
本
文
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
引
用
は
、綴
り
に
少
し
誤
り
が
あ
る
と

み
ら
れ
る
『
西
周
全
集
』
を
避
け
て
『
津
田
真
道
全
集
』
下
巻
、
七
一
四
頁
に
よ
っ

た
）。
ま
た
、こ
の
メ
モ
で
宛
名
は
「T

soeda S
in

 Itirau
ren

 N
isi S

iu
rsoeke

」
と

な
っ
て
い
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
に
到
着
し
た
直
後
、
西
と
津
田
が
ホ
フ
マ
ン
宛
て
に
書
い

た
オ
ラ
ン
ダ
語
の
手
紙
で
は
自
分
ら
を
「T

S
O

E
D

A
 S

IN
N

IT
S

I R
O

O

／N
IS

I 

S
IO

E
 S

O
E

K
E

」
と
表
記
し
て
い
る
（G

. V
isserin

g, D
e troon

sbestijgin
g van

 

d
en

 k
eizer v

a
n

 J
a

p
a

n
 : d

e rela
tiën

 in
 ou

d
en

 tijd
 tot J

a
p

a
n

（H
erin

n
erin

gen
 u

it h
et arch

ief van
 m

ijn
 V

ad
er

）, 1928, p.3

）。

⑩　

前
掲
『
西
周
全
集
』
第
二
巻
、一
四
四
頁
の
「
第
四
図
」
七
〇
四
頁
の
活
字
体
を
参

照
。
し
か
し
本
頁
の
活
字
体
は
「S

taatsh
u

i-sh
ou

dk
u

n
de

」
と
な
っ
て
い
る
が
、

「
第
四
図
」
の
「S

taath
u

ish
ou

dku
n

de

」
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。

⑪　

同
上
、
一
四
三
頁
。

⑫　
「
記
五
科
授
業
之
略
」
前
掲
「
西
周
文
書
」
コ
マ
二
二
〇
。

⑬　

実
際
に
西
と
津
田
が
帰
国
す
る
に
当
た
り
、フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
が
書
い
た
別
れ
の
手

紙
に
は
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。「
…
…
私
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
学
を
学
ぶ
た

め
に
当
地
に
渡
航
し
た
二
人
の
日
本
人
学
生
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
学
の
教
授
を
し

て
ほ
し
い
と
の
依
頼
が
あ
っ
た
時
、
私
は
そ
れ
を
承
知
し
ま
し
た
が
、
大
い
に
躊
躇
し

ま
し
た
。
私
は
そ
の
際
多
く
の
困
難
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
予
想
し
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
学
生
諸
君
が
私
の
話
す
言
葉
に
未
熟
で
あ
る
こ
と
、学
生
諸
君
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
民
に
つ
い
て
こ
れ
迄
教
わ
っ
て
き
た
概
念
及
び
考
え
方
の
相
違
が
甚
だ
し
い

こ
と
及
び
わ
れ
わ
れ
相
互
が
そ
の
他
の
点
で
も
理
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
か
、
と
い
う
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
（
一
八
六
五
年
一
一
月
二
八
日
付
）」（
前
掲, G

. 

V
isserin

g, 1928, pp.10

〜11

、
訳
文
は
沼
田
次
郎
「
ラ
イ
デ
ン
に
お
け
る
西
周
と

津
田
真
道
」『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
（
創
設
三
十
周
年
記
念
号
）』
第
一
九
集
、

一
九
八
二
年
、
二
二
九
頁
）。

⑭　
『
国
史
大
辞
典
』
一
〇
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
八
四
三
頁
。

⑮　

西
周
「
西
家
譜
略
」
前
掲
『
西
周
全
集
』
第
三
巻
、
七
三
七
頁
。

⑯　

森
鴎
外
「
西
周
伝
」（
一
八
九
八
年
）『
鴎
外
歴
史
文
学
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
年
、
四
六
〜
四
七
頁
。
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⑰　

同
上
、
四
八
頁
。

⑱　

同
上
、
四
九
頁
。

⑲　

藤
田
覚
『
幕
末
か
ら
維
新
へ
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
五
年
、
一
〇
二
頁
。

⑳　

引
用
は
、
同
上
、
一
〇
二
〜
一
一
〇
頁
。
幕
末
期
に
お
け
る
昌
平
黌
学
問
所
の
対
外

認
識
に
関
し
て
は
、
眞
壁
仁
『
徳
川
後
期
の
学
問
と
政
治
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
七
年
、
第
一
部
第
三
章
、
第
二
・
三
部
、
奈
良
勝
治
『
明
治
維
新
と
世
界
認
識

体
系
』
有
志
舎
、
二
〇
一
〇
年
、
第
一
部
第
一
・
二
章
を
参
照
し
た
。

㉑　

フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
メ
モ
に
現
れ
る
「
五
科
」
の
内
容
で
「regt

（rech
t

）」
と
は
、

「
ま
っ
す
ぐ
な
、
直
線
の
、
直
立
し
た
、
正
常
な
、
ま
と
も
な
、
正
し
い
、
適
切
な
、

し
か
る
べ
き
、
当
を
得
た
、
正
当
な
、
公
正
な
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
形
容
詞
か
ら
派

生
し
た
名
詞
「rech

t

」
と
し
て
、「
正
し
さ
、
正
義
、
法
、
法
律
、
司
法
、
権
利
、
税
」

ま
で
の
意
味
を
含
む
（『
講
談
社
オ
ラ
ン
ダ
語
辞
典
』
講
談
社
、一
九
九
四
年
、六
四
五

頁
を
参
照
）。

㉒　
「
性
法
」
と
い
う
用
語
は
恵
頓
撰
・
丁
韙
良
等
訳
・
開
成
所
版
翻
刻
『
万
国
公
法
』

（
一
八
六
五
年
）が
初
出
で
あ
る
。「
第
一
章　

第
四
節　

公
法
性
法
猶
有
レ
所
レ
別　

虎

哥
以
オ
モ
フ
ニ

公
法
与
二
性
法
有
レ
所
二
区
別
一
、
盖
出
―
於
二
共
議
一
、
而
為
三
各
国
所
二
共
服
一
也
、

彼
言
余
論
二
此
公
法
一
、
曾
引
二
諸
国
之
道
理
、
史
鑑
詩
篇
一
以
証
レ
之
、
非
レ
言
三
皆
足
二

以
為
レ
憑
、
蓋
有
間
不
レ
免
二
陋
狹
偏
曲
者
一
、
然
世
代
遙
遠
、
邦
国
相
隔
而
皆
同
レ
意
同

レ
言
、
必
有
レ
故
焉
其
故
無
レ
他
、
或
天
理
之
自
然
、
或
諸
国
之
公
議
、
一
則
為
二
性
法
、

一
則
為
二
公
法
也
、」（
亰
都
崇
実
館
存
板
、
第
一
巻
、
巻
一
の
二
頁
）「G

rotiu
s 

distin
gu

ish
ed th

e law
 of n

ation
s from

 th
e n

atu
ral law

 by th
e differen

t 

n
atu

re of its origin
 an

d obligation
, w

h
ich

 h
e attribu

ted to th
e gen

eral 

con
sen

t of n
ation

s. In
 th

e in
trodu

ction
 to h

is great w
ork, h

e says, “I 

h
ave u

sed in
 favou

r of th
is law

, th
e testim

on
y of p

h
ilosop

h
ers, 

h
isto

ria
n

s, p
o

e
ts, a

n
d

 e
v

e
n

 o
f o

ra
to

rs; n
o

t th
a

t th
e

y
 a

re 

in
discrim

in
ately to be relied on

 as im
partial au

th
ority ; sin

ce th
ey 

often
 ben

d to th
e preju

dices of th
eir respective sects, th

e n
atu

re of 

th
eir argu

m
en

t, or th
e in

terest of th
eir cau

se ; bu
t becau

se w
h

ere 

m
an

y m
in

d
s of d

ifferen
t ages an

d cou
n

tries con
cu

r in
 th

e sam
e 

sen
tim

en
t, it m

u
st be referred to som

e gen
eral cau

se. In
 th

e su
bject 

n
ow

 in
 qu

estion
, th

is cau
se m

u
st be eith

er a ju
st dedu

ction
 from

 th
e 

prin
ciples of n

atu
ral ju

stice, or u
n

iversal con
sen

t. T
h

e first discovers 

to u
s th

e n
atu

ral law
, th

e secon
d th

e law
 of n

ation
s.

…
…
」（H

en
ry 

W
h

eaton
, E

lem
en

ts of In
tern

ation
al L

aw
, S

econ
d E

n
glish

 E
dition

, 

L
O

N
D

O
N

 :S
T

E
V

E
N

S
 &

 S
O

N
S, 119, C

H
A

N
C

E
R

Y
 L

A
N

E
, 1880, p.3.

）

㉓　
「
其
外
他
書
ノ
名
ヲ
出
セ
ル
ハ
皆
未
タ
訳
書
ノ
ミ
ニ
ア
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
、
中
ニ
モ
性

法
説
約
ハ
続
キ
テ
梓
ニ
モ
彫
ハ
メ
世
ニ
モ
公
ケ
ニ
ナ
シ
ヌ
ヘ
シ
」「
万
国
公
法
」
凡
例
、

同
上
、
八
頁
。

㉔　

金
子
一
郎
「『
性
法
説
約
』
の
発
見
」『
日
本
古
書
通
信
』
第
三
四
巻
第
二
号
、

一
九
六
九
年
、
二
〜
三
頁
。

㉕　

神
田
孝
平
「
性
法
略
」
前
掲
『
西
周
全
集
』
第
二
巻
、
一
〇
三
頁
。

㉖　

明
治
以
来
法
思
想
史
を
論
述
す
る
長
尾
龍
一
も
、西
と
津
田
が
学
ん
だ
フ
ィ
ッ
セ
リ

ン
グ
の
自
然
法
講
義
は
「
古
典
的
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
的
自
然
法
論
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て

い
る
。
か
れ
に
よ
る
と
そ
れ
は
、人
間
が
「
相
互
依
存
的
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
法
の

淵
源
を
求
め
」
る
も
の
で
あ
り
、「「
他
人
の
自
由
を
害
さ
な
い
限
り
各
人
は
自
由
で
あ

る
」
と
す
る
」「
英
国
流
の
自
由
主
義
思
想
」
と
「
理
想
主
義
的
国
際
法
肯
定
論
」
を

反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
長
尾
龍
一
『
日
本
法
思
想
史
研
究
』
創
文
社
、一
九
八
一

年
、
九
〜
一
〇
頁
）。

㉗　

大
久
保
健
晴『
近
代
日
本
の
政
治
構
想
と
オ
ラ
ン
ダ
』東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
一
〇

年
。

㉘　

同
上
、
三
六
〜
四
〇
頁
。

㉙　

同
上
、
三
六
頁
。

㉚　

同
上
、
三
七
頁
。

㉛　

同
上
、
三
九
頁
。

32　

西
周
訳
『
性
法
説
約
』
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
所
蔵
、
一
八
七
九
年
、
一

頁
。
な
お
、
以
下
オ
ラ
ン
ダ
語
の
引
用
は
、
大
久
保
利
謙
編
『
幕
末
和
蘭
留
学
関
係
史

料
集
成
』（
雄
松
堂
書
店
、
一
九
八
二
年
）
の
巻
末
か
ら
始
ま
る
「
五
科
学
習
関
係
蘭

文
編
」
に
よ
り
、
頁
数
は
省
略
す
る
。

33　

同
上
、
一
頁
。

34　

同
上
、
五
〜
六
頁
。

35　

同
上
、
六
〜
一
〇
頁
。

36　

同
上
、
一
五
頁
。
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37　

同
上
、
一
六
頁
。

38　

同
上
、
二
頁
。

39　

同
上
、
七
頁
。

40　

戦
国
時
代
以
来
、
中
国
の
性
説
が
「
人
間
が
生
ま
れ
つ
き
も
っ
て
い
る
本
性
」
の

「
善
悪
の
範
疇
」
に
結
び
つ
け
て
議
論
さ
れ
て
き
た
歴
史
に
つ
い
て
は
、
溝
口
雄
三
他

『
中
国
思
想
文
化
事
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
六
六
〜
七
五
頁
）
を
参

照
し
た
。

41　

J. C
. H

epbu
rn

, Japan
ese an

d
 E

n
glish

 D
iction

ary; w
ith

 an
 E

n
glish

 

a
n

d
 J

a
p

a
n

ese in
d

ex, A
m

erican
 P

resbyterian
 M

ission
 P

ress, 1867, 
p.197.

42　

同
上
、A

n
 in

dex, p.93.

43　

福
澤
諭
吉
「
西
洋
事
情
二
編　

巻
之
一
」『
福
澤
諭
吉
全
集
』
第
一
巻
、岩
波
書
店
、

一
九
五
八
年
、
四
八
五
〜
四
八
八
頁
、
四
九
五
頁
。

44　

た
と
え
ば
末
木
文
美
士
は
、「
で
は
、
な
ぜ
「
哲
学
は
日
本
に
は
じ
ま
る
」
な
ど
と

言
い
出
す
か
と
い
え
ば
、
種
明
か
し
を
す
れ
ば
簡
単
な
こ
と
だ
。
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー

（
ヒ
ロ
ソ
ヒ
ー
）
は
確
か
に
欧
米
の
言
葉
だ
ろ
う
が
、
訳
語
の
「
哲
学
」
は
西
周
の
造

語
で
あ
り
、
日
本
で
、
そ
れ
も
明
治
に
作
ら
れ
た
言
葉
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
」
と
い
い

つ
つ
「
こ
の
よ
う
に
考
え
る
利
点
」
と
し
て
「
西
洋
中
心
主
義
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き

る
」「「
哲
学
」
は
む
し
ろ
若
い
学
問
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
未
来
へ
向
け
て
構
築
し
、
発

展
し
て
い
く
可
能
性
に
満
ち
て
い
る
」
と
述
べ
る
（
末
木
文
美
士
『
哲
学
の
現
場
』
ト

ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
二
年
、
四
、一
三
頁
）。

45　

代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
桑
木
厳
翼
「
西
周
の
百
一
新

論
」（
一
九
四
〇
年
）・「
西
周
の
哲
学

―
明
治
初
期
の
哲
学
的
傾
向
」（
一
九
四
二

年
）（『
日
本
哲
学
の
黎
明
期

―
西
周
の
『
百
一
新
論
』
と
明
治
の
哲
学
界
』
書
肆
心

水
、
二
〇
〇
八
年
）、
蓮
沼
啓
介
「
西
周
に
於
け
る
哲
学
の
成
立
」（『
西
周
に
於
け
る

哲
学
の
成
立
』
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）、
藤
田
正
勝
「
日
本
に
お
け
る
「
哲
学
」
の

受
容
」（
前
掲
『
哲
学
史
の
哲
学
』）、
菅
原
光
「「
哲
学
」
の
発
明
」（
前
掲
『
西
周
の

政
治
思
想
』）、
金
成
根
「
메
이
지 

일
본
에
서 

〝
철
학
〞
이
라
는 

용
어
의 

탄
생
과 

정
착

―
니
시 

아
마
네
（
西
周
）
의 〝
유
학
〞
과 ‘ph

ilosoph
y’

를 

중
심
으
로

―
」

（『
東
西
哲
学
研
究
』
第
五
九
号
、
韓
国
東
西
哲
学
会
、
二
〇
一
一
年
）、
前
掲
、
末
木

文
美
士
『
哲
学
の
現
場
』。

46　

西
周
「
西
洋
哲
学
に
対
す
る
関
心
を
述
べ
た
松
岡

治
郎
宛
の
書
翰
」
大
久
保
利
謙

編
『
西
周
全
集
』
第
一
巻
、
宗
高
書
房
、
一
九
六
〇
年
、
八
頁
。

47　

西
周
「
開
題
門
」
同
上
、
一
九
頁
。

48　

西
周
「
百
学
連
環
覚
書
」
大
久
保
利
謙
編
『
西
周
全
集
』
第
四
巻
、
宗
高
書
房
、

一
九
八
一
年
、
四
一
三
〜
四
一
四
頁
。

49　

前
掲
、
金
成
根
「
메
이
지 

일
본
에
서 

〝
철
학
〞
이
라
는 

용
어
의 

탄
생
과 

정
착

―
니
시 

아
마
네
（
西
周
）
의 〝
유
학
〞
과 ‘ph

ilosoph
y’

를 

중
심
으
로

―
」

三
七
六
頁
。

50　

前
掲
、
菅
原
光
「「
哲
学
」
の
発
明
」
一
九
八
頁
。

51　

西
周
「
尚
白

記
」
前
掲
『
西
周
全
集
』
第
一
巻
、
一
六
五
頁
。

52　

同
上
、
一
六
七
頁
。

53　

同
上
、
一
六
七
〜
一
六
八
頁
。

54　

同
上
、
一
六
九
〜
一
七
〇
頁
。

55　
「﹇
説
文
﹈
に
「
玉
を
治
む
る
な
り
」
と
あ
り
、﹇
韓
非
子
、
和
氏
﹈
に
「
王
乃
ち
玉

人
を
し
て
其
の
璞
を
理
め
し
む
」
の
よ
う
に
い
う
。
玉
に
文
理
が
あ
り
、磨
い
て
そ
れ

を
あ
ら
わ
す
こ
と
を
い
う
。
人
の
皮
膚
に
も
肌
理
が
あ
る
。
ま
た
す
べ
て
条
理
の
あ
る

こ
と
を
い
い
、
地
に
も
山
川
の
文
が
あ
る
の
で
、
天
文
に
対
し
て
地
理
と
い
う
。
さ
ら

に
人
に
及
ぼ
し
て
情
理
・
理
気
と
い
い
、
客
観
化
し
て
道
理
・
天
理
の
よ
う
に
用
い

る
」
白
川
静
『
新
訂　

字
統
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
、
九
〇
五
頁
。

56　

人
間
の
言
語
形
成
に
お
け
る
非
歴
史
的
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
「
非
感
性
的
類
似
性
」
と
い
う
概
念
を
参
照
さ
れ
た
い
。（
浅
井
健
二
郎

編
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
二
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
、
七
八
〜
八
〇

頁
）。

57　

前
掲
、
菅
原
光
「「
哲
学
」
の
発
明
」
二
〇
〇
頁
。

58　

西
周
「
尚
白

記
」
前
掲
『
西
周
全
集
』
第
一
巻
、
一
七
一
頁
。

59　
『
百
一
新
論
』
で
は
「
先
生
に
は
平
素
よ
り
百
教
一
致
と
い
う
説
を
ご
主
張
な
さ
る

と
承
り
ま
し
た
が
、
実
に
さ
よ
う
で
ご
ざ
る
か
。」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
直
ち
に
次

の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。「
…
…
い
か
に
も
一
致
の
よ
う
に
存
ぜ
ら
る
る
ゆ
え
、
朋
友

と
話
の
つ
い
で
に
さ
る
こ
と
ま
で
論
じ
た
こ
と
が
ご
ざ
る
」（
西
周
「
百
一
新
論
」『
日

本
の
名
著　

三
四
』
七
一
頁
）。

60　

桂
島
宣
弘
「
東
ア
ジ
ア
の
近
代
と
「
翻
訳
」」『
自
他
認
識
の
思
想
史

―
日
本
ナ



二
六

744

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
生
成
と
東
ア
ジ
ア
』
有
志
舎
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
八
頁
。

61　

未
完
成
で
あ
る
「
生
性
発
蘊
」
は
全
二
篇
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
西
周
全
集
を
編
集

し
た
大
久
保
利
謙
は
、
一
篇
は
「
哲
学
の
性
質
を
論
じ
、
さ
ら
に
西
洋
哲
学
史
を
概
説

し
」、
二
篇
は
「
コ
ン
ト
哲
学
の
解
説
の
部
分
の
翻
訳
を
か
か
げ
て
い
る
」
と
述
べ
て

い
る
が
、こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
ル
イ
ス
の
本
と
「
生
性
発
蘊
」
を
対
照
し
て
み
れ
ば

わ
か
る
よ
う
に
、
一
篇
は
、
ル
イ
ス
のA

 B
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（1845-1853

）
の
な
か
で
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
の
哲
学
史
を
要
約
・
翻
訳
し
た
も
の
で
あ

る
。

（
本
学
客
員
研
究
員
）


